
亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 ３ 号  

 

   亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

亀 山 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ５ ７ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 ５ の ２ の （ １ ） の 表 備 考 １ を 削 り 、 同 表 備 考 ２ 中 「 で あ っ

て 、 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 し な い も の 」 を

削 り 、 同 備 考 を 同 表 備 考 １ と し 、 同 表 備 考 ３ 中 「 人 の 居 住 の 用 に 供

す る 」 を 「 共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ２ と し 、

同 表 備 考 ４ 中 「 と は 、 」 の 次 に 「 共 同 住 宅 等 の 」 を 加 え 、 「 共 用 部

分 を 」 を 「 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 を 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ３ と

し 、 同 表 備 考 ５ 中 「 次 に 掲 げ る 手 数 料 の 金 額 の 合 計 額 」 を 「 次 に 掲

げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額 」 に 改 め 、 同 備 考

の （ １ ） 及 び （ ２ ） を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ １ ） 住 戸 部 分 及 び 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 （ 実 際 の

設 計 仕 様 の 条 件 を 基 に 算 定 し た 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 （ １ 年 間

に 消 費 す る エ ネ ル ギ ー （ エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 ５ ４ 年 法 律 第 ４ ９ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る エ ネ

ル ギ ー を い う 。 ） の 量 を 熱 量 に 換 算 し た も の を い う 。 ） を い う 。

以 下 同 じ 。 ） を 算 定 す る 場 合  住 戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額 及 び 共

用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た 手 数 料 の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

（ ２ ） 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 し な い 場 合  住

戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

別 表 第 ５ の ２ の （ １ ） の 表 備 考 ５ を 同 表 備 考 ４ と す る 。  

別 表 第 ５ の ２ の （ ２ ） の 表 備 考 中 「 住 戸 部 分 を 有 し な い 」 を 「 住

宅 以 外 の 用 途 の み に 供 す る 」 に 改 め る 。  



別 表 第 ５ の ２ の （ ３ ） の 表 複 合 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場 合

又 は 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 及 び 複 合 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場

合 の 項 区 分 の 欄 中 「 住 戸 部 分 」 を 「 住 戸 の 部 分 」 に 改 め 、 同 項 １ 件

当 た り の 手 数 料 の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。  

次 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額 と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 ２ の （ １ ） の 表 中 「 申 請 戸 数 」 と あ る の は 、

「 総 戸 数 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ １ ） 一 戸 の 住 宅 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 場 合  ア 及 び イ

の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

ア  ２ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 一 戸 建 て の 住 宅 の 手 数 料 の 金

額  

イ  住 宅 以 外 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ２ の （  

２ ） の 表 に 掲 げ る 非 住 宅 建 築 物 の 手 数 料 の 金 額  

（ ２ ） 共 同 住 宅 等 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 建 築 物 で あ っ て 、

住 戸 部 分 及 び 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定

す る 場 合  ア か ら ウ ま で の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

ア  住 戸 部 分 の 総 戸 数 に 応 じ た ２ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 共

同 住 宅 等 の 住 戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

イ  共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ２ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 共

同 住 宅 等 の 共 用 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

ウ  住 宅 以 外 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ２ の （  

２ ） の 表 に 掲 げ る 非 住 宅 建 築 物 の 手 数 料 の 金 額  

（ ３ ） 共 同 住 宅 等 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 建 築 物 で あ っ て 、

共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 し な い 場 合  

（ ２ ） の ア 及 び ウ の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

別 表 第 ５ の ２ の （ ３ ） の 表 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 の 認 定 申 請 を す

る 場 合 の 項 区 分 の 欄 中 「 住 戸 部 分 」 を 「 住 戸 の 部 分 」 に 改 め る 。  

別 表 第 ５ の ２ の （ ３ ） の 表 備 考 １ 中 「 住 戸 部 分 及 び 住 戸 部 分 以 外

の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 す る 」 を 「 住 宅 の 用 途 及 び 住 宅 以

外 の 用 途 に 供 す る 」 に 改 め 、 同 表 備 考 ２ を 削 り 、 同 表 備 考 ３ 中 「 で  

あ っ て 、 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 し な い も の 」  

を 削 り 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ２ と し 、 同 表 備 考 ４ 中 「 人 の 居 住 の 用 に

供 す る 」 を 「 共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ３ と

し 、 同 表 備 考 ５ 中 「 と は 、 」 の 次 に 「 共 同 住 宅 等 の 」 を 加 え 、 「 共

用 部 分 を 」 を 「 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 を 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考

４ と す る 。  

別 表 第 ５ の ３ の （ １ ） の 表 備 考 １ を 削 り 、 同 表 備 考 ２ 中 「 で あ っ



て 、 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 し な い も の 」 を

削 り 、 同 備 考 を 同 表 備 考 １ と し 、 同 表 備 考 ３ 中 「 人 の 居 住 の 用 に 供

す る 」 を 「 共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ２ と し 、

同 表 備 考 ４ 中 「 と は 、 」 の 次 に 「 共 同 住 宅 等 の 」 を 加 え 、 「 共 用 部

分 を 」 を 「 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 を 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ３ と

し 、 同 表 備 考 ５ 中 「 次 に 掲 げ る 手 数 料 の 金 額 の 合 計 額 」 を 「 次 に 掲

げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額 」 に 改 め 、 同 備 考

の （ １ ） 及 び （ ２ ） を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ １ ） 住 戸 部 分 及 び 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 す

る 場 合  住 戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額 及 び 共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ

た 手 数 料 の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

（ ２ ） 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 し な い 場 合  住

戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

別 表 第 ５ の ３ の （ １ ） の 表 備 考 ５ を 同 表 備 考 ４ と す る 。  

別 表 第 ５ の ３ の （ ２ ） の 表 備 考 中 「 住 戸 部 分 を 有 し な い 」 を 「 住

宅 以 外 の 用 途 の み に 供 す る 」 に 改 め る 。  

別 表 第 ５ の ３ の （ ３ ） の 表 複 合 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場 合

又 は 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 及 び 複 合 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場

合 の 項 区 分 の 欄 中 「 住 戸 部 分 」 を 「 住 戸 の 部 分 」 に 改 め 、 同 項 １ 件

当 た り の 手 数 料 の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。  

次 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額 と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 ３ の （ １ ） の 表 中 「 申 請 戸 数 」 と あ る の は 、

「 総 戸 数 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ １ ） 一 戸 の 住 宅 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 場 合  ア 及 び イ

の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

ア  ３ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 一 戸 建 て の 住 宅 の 手 数 料 の 金

額  

イ  住 宅 以 外 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ３ の （  

２ ） の 表 に 掲 げ る 非 住 宅 建 築 物 の 手 数 料 の 金 額  

（ ２ ） 共 同 住 宅 等 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 建 築 物 で あ っ て 、

住 戸 部 分 及 び 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定

す る 場 合  ア か ら ウ ま で の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

ア  住 戸 部 分 の 総 戸 数 に 応 じ た ３ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 共

同 住 宅 等 の 住 戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

イ  共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ３ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 共  



同 住 宅 等 の 共 用 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

ウ  住 宅 以 外 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ３ の （  

２ ） の 表 に 掲 げ る 非 住 宅 建 築 物 の 手 数 料 の 金 額  

（ ３ ） 共 同 住 宅 等 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 建 築 物 で あ っ て  

共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 し な い 場 合  

（ ２ ） の ア 及 び ウ の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

別 表 第 ５ の ３ の （ ３ ） の 表 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 の 認 定 申 請 を す

る 場 合 の 項 区 分 の 欄 中 「 住 戸 部 分 」 を 「 住 戸 の 部 分 」 に 改 め る 。  

別 表 第 ５ の ３ の （ ３ ） の 表 備 考 １ 中 「 住 戸 部 分 及 び 住 戸 部 分 以 外

の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 す る 」 を 「 住 宅 の 用 途 及 び 住 宅 以

外 の 用 途 に 供 す る 」 に 改 め 、 同 表 備 考 ２ を 削 り 、 同 表 備 考 ３ 中 「 で  

あ っ て 、 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 し な い も の 」  

を 削 り 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ２ と し 、 同 表 備 考 ４ 中 「 人 の 居 住 の 用 に

供 す る 」 を 「 共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ３ と

し 、 同 表 備 考 ５ 中 「 と は 、 」 の 次 に 「 共 同 住 宅 等 の 」 を 加 え 、 「 共

用 部 分 を 」 を 「 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 を 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考

４ と す る 。  

別 表 第 ６ の ２ の （ １ ） の 表 備 考 １ を 削 り 、 同 表 備 考 ２ 中 「 で あ っ

て 、 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 し な い も の 」 を

削 り 、 同 備 考 を 同 表 備 考 １ と し 、 同 表 備 考 ３ 中 「 人 の 居 住 の 用 に 供

す る 」 を 「 共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ２ と し 、

同 表 備 考 ４ 中 「 と は 、 」 の 次 に 「 共 同 住 宅 等 の 」 を 加 え 、 「 共 用 部

分 を 」 を 「 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 を 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ３ と

し 、 同 表 備 考 ５ 中 「 次 に 掲 げ る 手 数 料 の 金 額 の 合 計 額 」 を 「 次 に 掲

げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額 」 に 改 め 、 同 備 考

の （ １ ） 及 び （ ２ ） を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ １ ） 住 戸 部 分 及 び 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 す

る 場 合  住 戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額 及 び 共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ

た 手 数 料 の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

（ ２ ） 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 し な い 場 合  住

戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

別 表 第 ６ の ２ の （ １ ） の 表 備 考 ５ を 同 表 備 考 ４ と す る 。  



別 表 第 ６ の ２ の （ ２ ） の 表 備 考 中 「 住 戸 部 分 を 有 し な い 」 を 「 住

宅 以 外 の 用 途 の み に 供 す る 」 に 改 め る 。  

別 表 第 ６ の ２ の （ ３ ） の 表 複 合 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場 合

又 は 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 及 び 複 合 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場

合 の 項 区 分 の 欄 中 「 住 戸 部 分 」 を 「 住 戸 の 部 分 」 に 改 め 、 同 項 １ 棟

当 た り の 手 数 料 の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。  

次 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額 と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 ２ の （ １ ） の 表 中 「 申 請 戸 数 」 と あ る の は 、

「 総 戸 数 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ １ ） 一 戸 の 住 宅 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 場 合  ア 及 び イ

の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

ア  ２ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 一 戸 建 て の 住 宅 の 手 数 料 の 金

額  

イ  住 宅 以 外 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ２ の （  

２ ） の 表 に 掲 げ る 非 住 宅 建 築 物 の 手 数 料 の 金 額  

（ ２ ） 共 同 住 宅 等 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 建 築 物 で あ っ て 、

住 戸 部 分 及 び 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定

す る 場 合  ア か ら ウ ま で の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

ア  住 戸 部 分 の 総 戸 数 に 応 じ た ２ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 共

同 住 宅 等 の 住 戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

イ  共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ２ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 共

同 住 宅 等 の 共 用 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

ウ  住 宅 以 外 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ２ の （  

２ ） の 表 に 掲 げ る 非 住 宅 建 築 物 の 手 数 料 の 金 額  

（ ３ ） 共 同 住 宅 等 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 建 築 物 で あ っ て 、

共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 し な い 場 合  

（ ２ ） の ア 及 び ウ の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

 別 表 第 ６ の ２ の （ ３ ） の 表 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 の 認 定 申 請 を す

る 場 合 の 項 区 分 の 欄 中 「 住 戸 部 分 」 を 「 住 戸 の 部 分 」 に 改 め る 。  

別 表 第 ６ の ２ の （ ３ ） の 表 備 考 １ 中 「 住 戸 部 分 及 び 住 戸 部 分 以 外

の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 す る 」 を 「 住 宅 の 用 途 及 び 住 宅 以

外 の 用 途 に 供 す る 」 に 改 め 、 同 表 備 考 ２ を 削 り 、 同 表 備 考 ３ 中 「 で  

あ っ て 、 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 し な い も の 」  

を 削 り 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ２ と し 、 同 表 備 考 ４ 中 「 人 の 居 住 の 用 に

供 す る 」 を 「 共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ３ と

し 、 同 表 備 考 ５ 中 「 と は 、 」 の 次 に 「 共 同 住 宅 等 の 」 を 加 え 、 「 共

用 部 分 を 」 を 「 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 を 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考



４ と す る 。  

別 表 第 ６ の ３ の （ １ ） の 表 備 考 １ を 削 り 、 同 表 備 考 ２ 中 「 で あ っ

て 、 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 し な い も の 」 を

削 り 、 同 備 考 を 同 表 備 考 １ と し 、 同 表 備 考 ３ 中 「 人 の 居 住 の 用 に 供

す る 」 を 「 共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ２ と し 、

同 表 備 考 ４ 中 「 と は 、 」 の 次 に 「 共 同 住 宅 等 の 」 を 加 え 、 「 共 用 部

分 を 」 を 「 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 を 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ３ と

し 、 同 表 備 考 ５ 中 「 次 に 掲 げ る 手 数 料 の 金 額 の 合 計 額 」 を 「 次 に 掲

げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額 」 に 改 め 、 同 備 考

の （ １ ） 及 び （ ２ ） を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ １ ） 住 戸 部 分 及 び 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 す

る 場 合  住 戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額 及 び 共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ  

た 手 数 料 の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

（ ２ ） 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 し な い 場 合  住

戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

別 表 第 ６ の ３ の （ １ ） の 表 備 考 ５ を 同 表 備 考 ４ と す る 。  

別 表 第 ６ の ３ の （ ２ ） の 表 備 考 中 「 住 戸 部 分 を 有 し な い 」 を 「 住

宅 以 外 の 用 途 の み に 供 す る 」 に 改 め る 。  

別 表 第 ６ の ３ の （ ３ ） の 表 複 合 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場 合

又 は 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 及 び 複 合 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場

合 の 項 区 分 の 欄 中 「 住 戸 部 分 」 を 「 住 戸 の 部 分 」 に 改 め 、 同 項 １ 棟

当 た り の 手 数 料 の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。  

次 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額 と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 ３ の （ １ ） の 表 中 「 申 請 戸 数 」 と あ る の は 、

「 総 戸 数 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ １ ） 一 戸 の 住 宅 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 場 合  ア 及 び イ

の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

ア  ３ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 一 戸 建 て の 住 宅 の 手 数 料 の 金

額  

イ  住 宅 以 外 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ３ の （  

２ ） の 表 に 掲 げ る 非 住 宅 建 築 物 の 手 数 料 の 金 額  

（ ２ ） 共 同 住 宅 等 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 建 築 物 で あ っ て 、

住 戸 部 分 及 び 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定

す る 場 合  ア か ら ウ ま で の 金 額 を 合 算 し た 金 額  



ア  住 戸 部 分 の 総 戸 数 に 応 じ た ３ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 共

同 住 宅 等 の 住 戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

イ  共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ３ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 共  

同 住 宅 等 の 共 用 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

ウ  住 宅 以 外 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ３ の （  

２ ） の 表 に 掲 げ る 非 住 宅 建 築 物 の 手 数 料 の 金 額  

（ ３ ） 共 同 住 宅 等 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 建 築 物 で あ っ て 、

共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 し な い 場 合  

（ ２ ） の ア 及 び ウ の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

別 表 第 ６ の ３ の （ ３ ） の 表 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 の 認 定 申 請 を す

る 場 合 の 項 区 分 の 欄 中 「 住 戸 部 分 」 を 「 住 戸 の 部 分 」 に 改 め る 。  

別 表 第 ６ の ３ の （ ３ ） の 表 備 考 １ 中 「 住 戸 部 分 及 び 住 戸 部 分 以 外

の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 す る 」 を 「 住 宅 の 用 途 及 び 住 宅 以

外 の 用 途 に 供 す る 」 に 改 め 、 同 表 備 考 ２ を 削 り 、 同 表 備 考 ３ 中 「 で  

あ っ て 、 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 し な い も の 」  

を 削 り 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ２ と し 、 同 表 備 考 ４ 中 「 人 の 居 住 の 用 に

供 す る 」 を 「 共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ３ と

し 、 同 表 備 考 ５ 中 「 と は 、 」 の 次 に 「 共 同 住 宅 等 の 」 を 加 え 、 「 共

用 部 分 を 」 を 「 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 を 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考

４ と す る 。  

別 表 第 ６ の ４ の （ １ ） の 表 備 考 １ を 削 り 、 同 表 備 考 ２ 中 「 で あ っ

て 、 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 し な い も の 」 を

削 り 、 同 備 考 を 同 表 備 考 １ と し 、 同 表 備 考 ３ 中 「 人 の 居 住 の 用 に 供

す る 」 を 「 共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ２ と し 、

同 表 備 考 ４ 中 「 と は 、 」 の 次 に 「 共 同 住 宅 等 の 」 を 加 え 、 「 共 用 部

分 を 」 を 「 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 を 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ３ と

し 、 同 表 備 考 ５ 中 「 次 に 掲 げ る 手 数 料 の 金 額 の 合 計 額 」 を 「 次 に 掲

げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額 」 に 改 め 、 同 備 考

の （ １ ） 及 び （ ２ ） を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ １ ） 住 戸 部 分 及 び 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 す

る 場 合  住 戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額 及 び 共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ

た 手 数 料 の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

（ ２ ） 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 し な い 場 合  住



戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

別 表 第 ６ の ４ の （ １ ） の 表 備 考 ５ を 同 表 備 考 ４ と す る 。  

別 表 第 ６ の ４ の （ ２ ） の 表 備 考 中 「 住 戸 部 分 を 有 し な い 」 を 「 住

宅 以 外 の 用 途 の み に 供 す る 」 に 改 め る 。  

別 表 第 ６ の ４ の （ ３ ） の 表 複 合 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場 合

又 は 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 及 び 複 合 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場

合 の 項 区 分 の 欄 中 「 住 戸 部 分 」 を 「 住 戸 の 部 分 」 に 改 め 、 同 項 １ 件

当 た り の 手 数 料 の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。  

次 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額 と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 ４ の （ １ ） の 表 中 「 申 請 戸 数 」 と あ る の は 、

「 総 戸 数 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ １ ） 一 戸 の 住 宅 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 場 合  ア 及 び イ

の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

ア  ４ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 一 戸 建 て の 住 宅 の 手 数 料 の 金

額  

イ  住 宅 以 外 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ４ の （  

２ ） の 表 に 掲 げ る 非 住 宅 建 築 物 の 手 数 料 の 金 額  

（ ２ ） 共 同 住 宅 等 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 建 築 物 で あ っ て 、

住 戸 部 分 及 び 共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定

す る 場 合  ア か ら ウ ま で の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

ア  住 戸 部 分 の 総 戸 数 に 応 じ た ４ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 共

同 住 宅 等 の 住 戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

イ  共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ４ の （ １ ） の 表 に 掲 げ る 共

同 住 宅 等 の 共 用 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

ウ  住 宅 以 外 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ４ の （  

２ ） の 表 に 掲 げ る 非 住 宅 建 築 物 の 手 数 料 の 金 額  

（ ３ ） 共 同 住 宅 等 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す る 建 築 物 で あ っ て 、

共 用 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 算 定 し な い 場 合  

（ ２ ） の ア 及 び ウ の 金 額 を 合 算 し た 金 額  

別 表 第 ６ の ４ の （ ３ ） の 表 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 の 認 定 申 請 を す

る 場 合 の 項 区 分 の 欄 中 「 住 戸 部 分 」 を 「 住 戸 の 部 分 」 に 改 め る 。  

別 表 第 ６ の ４ の （ ３ ） の 表 備 考 １ 中 「 住 戸 部 分 及 び 住 戸 部 分 以 外

の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 す る 」 を 「 住 宅 の 用 途 及 び 住 宅 以

外 の 用 途 に 供 す る 」 に 改 め 、 同 表 備 考 ２ を 削 り 、 同 表 備 考 ３ 中 「 で  

あ っ て 、 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 し な い も の 」  

を 削 り 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ２ と し 、 同 表 備 考 ４ 中 「 人 の 居 住 の 用 に

供 す る 」 を 「 共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考 ３ と



し 、 同 表 備 考 ５ 中 「 と は 、 」 の 次 に 「 共 同 住 宅 等 の 」 を 加 え 、 「 共

用 部 分 を 」 を 「 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 を 」 に 改 め 、 同 備 考 を 同 表 備 考

４ と す る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


